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Ⅰ．新水道ビジョン策定の目的                     
 

上天草・宇城水道企業団は、平成１０年１月、当時慢性的な水不足が深刻な課題とな

っていた上天草・宇城地域の１市７町を構成団体とし、新たな水源を確保し安定した水

道用水の供給を行うため、一部事務組合として設立されました。約６年の工事期間を経

て、平成１６年２月から供給を開始し、以来、安全・安心・安定を念頭に事業運営に努

めてきました。 

まだ歴史が浅い当企業団は、これまで「維持管理」が主な業務でしたが、供用開始か

ら１５年が経過し、保有する施設の中で機械電気計装設備においては、法定耐用年数を

超過した設備も現れ始め、これからは『施設更新の時代』へと事業の転換期を迎えるこ

とになります。 

さらに、当企業団の心臓部とも言える八代浄水場においては、近年多発する集中豪雨

に伴う急激な原水の水質変動への対応、慢性的に能力が不足している施設の機能強化及

び予備施設の補完と言った課題が見つかっています。 

今後、多額の費用発生が見込まれるこれらの建設改良事業を確実に実施して行くため

には財政収支計画の策定が不可欠であり、平成２９年度に策定した『経営戦略』を基に

検討を重ねてきました。 

さて、わが国の水道事業者が抱えている大きな課題を解消するため、１６年ぶりに『水

道法』が一部改正されることになりました。改正内容には、人口減少に伴う水需要の減

少、施設の老朽化・耐震対策、人材不足による組織の弱体化といった課題に対処するた

め、広域連携や官民連携の推進などが盛り込まれています。 

このように水道事業環境が大きな変遷期を迎えているなかで、水道用水の安定した供

給を持続していくための指針として、「安全」・「強靭」・「持続」の３つの観点から、計

画目標年度を平成４０年度に定め、『上天草・宇城水道企業団 新水道ビジョン』を策

定しました。 
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平成３１年３月策定

上天草・宇城水道企業団 新水道ビジョン

（計画期間：平成３１年度～平成４０年度）

平成２１年３月策定

上天草・宇城水道企業団 水道ビジョン

（計画期間：平成２１年度～平成３０年度）

水道用水供給事業マスタープラン

平成２６年２月策定

アセットマネジメント

平成２７年２月策定

八代浄水場実施計画見直し

平成２９年１月策定

施設更新基本計画（電気・計装・機械）

平成３０年３月策定

八代浄水場

汚泥処理施設・沈殿池施設改修

基本設計

資 産 管 理 ・ 事 業 計 画

平成３０年３月策定

上天草・宇城水道企業団

経営戦略（原案）

経 営 計 画
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Ⅱ．事業概要                           

１．事業の沿革・変遷（年表）                        

 

年月日
H7.7.3 （仮称）上天草・宇城地域水資源対策協議会が発足する。

【構成市町村　１市11町１村　計13市町村】
上天草地域 大矢野町・松島町・有明町・姫戸町・龍ケ岳町

御所浦町・倉岳町・栖本町
宇城地域 宇土市・松橋町・小川町・不知火町・豊野村

H9.8.18 （仮称）上天草・宇城水道企業団設立準備委員会が設置される。
【構成市町村　１市６町１村　計８市町村】
上天草地域 大矢野町・姫戸町・龍ケ岳町・倉岳町
宇城地域 宇土市・松橋町・小川町・豊野村

H9.10.17 八の字土地改良連合会から上水水利使用に係る球磨川からの取水に関する同意を得る。
H9.12.2 球磨川漁業協同組合から上水水利使用に係る球磨川からの取水に関する同意を得る。
H10.1.8 上天草・宇城水道企業団設置許可申請書を県に提出する。
H10.1.23 熊本県知事から上天草・宇城水道企業団設置の許可を得る。
H10.2.13 熊本県公営企業管理者から上水水利使用に係る球磨川からの取水に関する同意を得る。
H10.2.17 （株）興人八代工場から上水水利使用に係る球磨川からの取水に関する同意を得る。
H10.2.23 農林水産大臣から上水水利使用に係る球磨川からの取水に関する同意を得る。
H10.2.25 日本製紙（株）八代工場から上水水利使用に係る球磨川からの取水に関する同意を得る。
H10.3. 熊本県が環不知火海圏域広域的水道整備計画を策定する。
H10.3.20 球磨川水系球磨川における水利使用許可申請書を国に提出する。
H10.3.23 上天草・宇城水道用水供給事業経営認可申請書を県に提出する。
H10.3.31 熊本県知事から上天草・宇城水道用水供給事業の経営許可を得る。
H10.6.29 建設大臣から球磨川水系球磨川における水利使用の許可を得る。（最大取水量0.282m3/秒）
H10.11.11 水道用水供給事業の工事に着手する。
H10.12.25 熊本県と県有財産の持分設定等に関する協定に係る覚書を締結する。

熊本県公営企業管理者と八代工業用水道事業施設の持ち分設定等に関する協定を締結する。
H11.11.29 熊本県漁連三部会と上天草・宇城水道企業団送水管布設工事の協定を締結する。
H11.11.30 熊本県漁連五部会と上天草・宇城水道企業団送水管布設工事の協定を締結する。
H12.1.31 松橋町及び豊野村と水道用水の供給に関する協定を締結する。
H12.2.1 宇土市、小川町、大矢野町及び倉岳町と水道用水の供給に関する協定を締結する。
H12.2.10 姫戸町と水道用水の供給に関する協定を締結する。
H12.2.18 龍ケ岳町と水道用水の供給に関する協定を締結する。
H12.3.6 松島漁業協協同組合と上天草・宇城水道企業団送水管布設工事の協定を締結する。
H12.3.10 大矢野漁業協同組合と上天草・宇城水道企業団送水管布設工事の協定を締結する。
H12.7.1 企業団構成市町村の豊野村が豊野町となる。
H12.11.6 三角町土地改良区と上天草・宇城水道企業団送水管布設工事に関する協定を締結する。
H13.9.3 松島海運組合と海底送水管埋設に関する協定を締結する。
H15.4.1 熊本県公営企業管理者、日本製紙（株）八代工場、（株）興人八代工場及び八代平野土地改良区連合と

遙拝頭首工の管理に関する覚書を締結する。

熊本県公営企業管理者、日本製紙（株）八代工場、（株）興人八代工場及び八代平野土地改良区連合と
北岸導水路の管理に関する覚書を締結する。

熊本県公営企業管理者、日本製紙（株）八代工場、（株）興人八代工場及び八代平野土地改良区連合と
八代工業用水道太田水路及び松高水路の維持管理に関する覚書を締結する。

農林水産省、熊本県公営企業管理者、日本製紙（株）八代工場及び（株）興人八代工場と共有施設の
管理に関する協定を締結する。

H15.7.8 送水管の充水、洗管作業及び水圧試験を開始する。
H15.7.31 水道用水供給事業の全工事が竣功する。
H15.8.1 宇土市、松橋町、小川町、豊野町、大矢野町、姫戸町、龍ケ岳町及び倉岳町と構成市町配水池の

管理に関する協定を締結する。
八代浄水場の第三者委託を開始する。

沿革・変遷の概要
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年月日

H15.11.11 全水道施設の総合試運転を開始する。

H16.1.20 熊本県知事へ水道用水供給事業の給水開始届を提出する。

H16.1.31 全水道施設の総合試運転を終了する。

H16.2.1 八代浄水場にて通水式を行い、１市７町へ水道用水の供給を正式に開始する。

（一日最大供給量21,050m3）
H16.3.31 企業団構成町の大矢野町、姫戸町及び龍ケ岳町の３町が、松島町と合併し、上天草市となる。

上天草市と水道用水の供給に関する協定を締結する。

上天草市と構成市配水池の管理に関する協定を締結する。

H17.1.15

宇城市と水道用水の供給に関する協定を締結する。

宇城市と構成市町配水池の管理に関する協定を締結する。

H18.3.27 企業団構成町の倉岳町が、本渡市、牛深市、有明町、御所浦町、栖本町、新和町、五和町

天草町及び河浦町と合併し、天草市となる。

天草市と水道用水の供給に関する協定を締結する。

天草市と構成市町配水池の管理に関する協定を締結する。

H21.2.24 水利権使用許可を更新する。

H21.3.31 企業団水道ビジョンを作成する。

H25.3.31 熊本県企業局との共同施設である導水管の更新事業に着手する。

H25.4.1

関する協定を締結する。

H26.3.31 アセットマネジメント策定。

H27.2.28 八代浄水場実施計画見直し。

H28.4.14・16 熊本地震発生。

H28.8.1 構成市相互間の災害時応援水に関する協定を締結する。

H29.1.31 上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業施設更新基本計画策定（電気・計装・機械）

H29.3.21 上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業事業計画策定（第２期）

（八代浄水場薬品注入設備等改造工事（平成30年10月完了予定））

（八代浄水場汚泥処理施設新設・沈澱池施設増設基本設計業務委託（平成30年3月完了））

H29.3.31 熊本県企業局との共同施設である導水管の更新事業が完了する。

H29.9.22 八代浄水場薬品注入設備等改造工事（機械設備　第Ⅰ期）に着手する。

八代浄水場薬品注入設備等改造工事（電気設備）に着手する。

H30.3.31 上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業経営戦略原案策定

H30.11.30 八代浄水場薬品注入設備等改造工事（機械設備　第Ⅰ期）が完了する。

H31.2.20 水利権使用許可を更新する。

H31.2.28 八代浄水場薬品注入設備等改造工事（電気設備）が完了する。

H31.3.31 新水道ビジョンを策定する。

沿革・変遷の概要

八代工業用水道事業及び上天草・宇城水道企業団水道用水供給事業に係る共同施設の管理に

企業団構成町の松橋町、小川町及び豊野町の３町が、不知火町、三角町と合併し、宇城市となる。
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２．事業概況                                

 

供 給 開 始 平成１６年２月１日 

計 画 給 水 区 域 ４市 

（宇土市、宇城市、上天草市、天草市） 

※設立当初１市７町 

計 画 給 水 人 口 １０７，２２２人 

水 源 球磨川水系一級河川球磨川 

計 画 １ 日 最 大 取 水 量 ２４，３６４ｍ3 

計 画 １ 日 最 大 供 給 量 ２１，０５０ｍ3 

建 設 期 間 平成１０年度～平成１５年度 

総 事 業 費 ２６８億４千万円 

補 助 対 象 事 業 費 ２５０億７千万円 

 

供給自治体 

【宇土市・宇城市・上天草市・天草市】 
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３．施設状況                                

 

施設諸元一覧 

施設 名    称 規 模 及 び 構 造

取水施設 遥 拝 堰 自動転倒堰 5連、洪水吐 2連、土砂吐 4連

取 水 口 鋼製ローラーゲート　4m×1.6m　3連

北 岸 導 水 路 標準馬蹄型ＲＣ造　4.4m 長さ795m

沈 砂 池 ＲＣ造　1池　35m×50m×4m

導水施設 大 田 用 水 路 ＲＣ造　4m×1.8m　長さ478m

松 高 用 水 路 ＲＣ造　2.2m×1.4m　長さ1,508m

導 水 管 路 鋼管、ＰＣ管　ＰＣ－ＢＯＸ　長さ7,136m

浄水施設 管 理 棟 ＲＣ造　地下１階　地上3階　Ａ＝2,275m
2

地階：浄水池・送水ポンプ室

１階：着水井・混和池・電気室・自家発電機室・

薬品注入室他

２階：中央監視室・水質計器室・水質試験室・事務室

会議室・書庫他

３階：換気機械室・吸排気ダクト

着 水 井 ＲＣ造　１池　4.5m×4.0m×3.4m

混 和 池 ＲＣ造　１池　4.0m×4.0m×3.0m

ﾌ ﾛ ｯ ｸ 形 成 池 ＲＣ造　１池　14.8m×11.5m×3.4m/池

沈 殿 池 ＲＣ造　１池　23.7m×13.9m×3.4m/池

急 速 ろ 過 池 ＲＣ造　自然平衡型動力式　10池　3.6m×6m/池

洗 浄 排 水 池 ＲＣ造　２池　11.7m×9.0m×2.9m/池

浄 水 池 ＲＣ造　２池　11.6m×24.6m×3.8m/池

汚泥処理施設 濃縮槽　２池　加圧脱水機　１台

汚泥搬出設備他

送水施設 施 設 等 接合槽　６箇所　送水ポンプ　７箇所

圧力計測所　５箇所　末端監視施設　８箇所

水撃防止ポンプ　17台

送 水 管 送水管延長　約122km（内海底部約7km）

推進工　43箇所　水管橋等　63箇所

海上部：ダクタイル鋳鉄管（φ600～φ150）

海底部：鋼管１条（φ450～φ300）

※■は、熊本県八代工業用水道施設等との共同利用  
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施設写真 

 

 

遥拝堰（球磨川） 

 

沈砂池 

 

八代浄水場（外観） 

 
八代浄水場 

（中央監視室） 

 

八代浄水場（送水ポンプ室） 

 

小川中継ポンプ場 
（第１接合槽） 

 
豊野加圧ポンプ棟 

小川接合槽 
（第２接合槽） 

 
豊野接合槽 

（第５接合槽） 

 

戸馳中継ポンプ場 
（第３接合槽） 

 

姫戸中継ポンプ場 
（第６接合槽） 

 

龍ヶ岳中継ポンプ場 
（第４接合槽） 

 

倉岳加圧ポンプ場 
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４．供給状況                                

 

構成団体別 供給水量（責任水量制） 

地域 市名 町名 供給量(m3/日） 総供給量(m3/日） 比率（％）

宇 土 市 － 4,000 4,000 19

松 橋 町 5,950

小 川 町 3,650

豊 野 町 500

14,100 67

大矢野町 3,000

姫 戸 町 1,000

龍ケ 岳町 2,050

天 草 市 倉 岳 町 900 900 4

6,950 33

21,050 100合　　　計

48

29

宇
　
　
城

宇 城 市 10,100

小　　計

天
　
　
草

上天草市 6,050

小　　計

 

 

 

 

 

宇土市

4,000m3/日
19%

宇城市

10,100m3/日
48%

上天草市

6,050m3/日

29%

天草市

900m3/日

4%
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５．組織体制                                

 
平成３０年４月１日現在の組織図を以下に示します。 

事務職５名、技術職４名の合計９名の体制により運営しています。 

 

組織図 

事務局

９名

（平成30年4月1日現在）

工務係 総務係

４名 ３名

企業長（宇土市長）
議会議員　８名

(宇土市・宇城市・
上天草市・天草市から

それぞれ２人）
副企業長

（宇城市長・上天草市長・天草市長）

事務局長

監査員　２名
(うち１人は議会議員）事務局次長

 

 

平成１９年度から平成２９年度までの職員数の推移を以下に示します。 

平成１９年度の９名から平成２４年度に１名減少し８名で運営していましたが、平成

２９年度より１名増員し、現在は９名で運営しています。 

職員数の推移 

※H21～H27の事務職には非常勤１名含む

4 4
3 3 3 3 3 3 3 3

4

5 5
6 6 6

5 5 5 5 5

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

（人） 事務職 技術職
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６．供給地域の地勢                             

 

本企業団の供給地域である宇土市、宇城市（供給先は松橋町、小川町、豊野町）、上天

草市（供給先は大矢野町、姫戸町、龍ヶ岳町）、天草市（供給先は倉岳町）の地勢を以下

に示します。 

企業団供給地域の位置図 

 

（出典：国土交通省国土地理院 全国都道府県別・市町村合併新旧一覧図） 
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（１）宇土市   

宇土市は、熊本県のほぼ中央部に位置し、熊本平野南西縁から有明海と八代海を二分

する宇土半島のほぼ北半分を市域としています。東西２０．４ｋｍ、南北７．９ｋｍと

東西方向に細長く、総面積は７４．３０ｋｍ２です。市北部から東部にかけて県都熊本

市、同南部から西部にかけて宇城市とそれぞれ接しています。市域北側には、一級河川

緑川とその支流で一級河川浜戸川が東西に流れており、流域には広大な沖積平野が広が

っています。 

九州を南北に縦貫する国道３号線及びほぼそれに沿って走るＪＲ鹿児島本線、宇土半

島を東西にのびる国道５７号線が市内を通っています。また、ＪＲ宇土駅は、天草の玄

関口につながるＪＲ三角線の分岐点であり、県内における交通の要衝となっています。 

 

（２）宇城市  

宇城市は、平成１７年１月１５日、旧宇土郡三角町、不知火町、下益城郡松橋町、小

川町、豊野町の５町が合併して誕生しました。北は有明海、南は八代海に面し、南向き

の斜面からなる宇土半島と九州山地へと連なる中山間地、さらにはその間をつなぐ平野

部で構成され、変化に富んだ自然環境と都市機能を併せ持った地域で、面積は１８８．

６ｋｍ２です。 

ＪＲ鹿児島本線が市のほぼ中央部を南北に走り、九州の経済動脈ともいえる国道３号 

もそれとほぼ並行して走っています。国道３号から市の中心部で分岐した国道２１８号

が東へ延び、遠くは宮崎県延岡市へ続いています。また、天草と熊本市を結ぶ国道２６

６号が市北部を東西に走っています。さらには、東部の丘陵地帯を九州自動車道が南北

に走り、国道２１８号と交差するところに松橋インターがあります。 

    

（３）上天草市  

上天草市は、平成１６年３月３１日に、天草の玄関口として結びつきの強かった天草 

上島４町（大矢野町、松島町、姫戸町、龍ヶ岳町）が合併して誕生しました。 

熊本県の西部、有明海と八代海が接する天草地域に浮かぶ大矢野島、上島、そのほか 

の島々から構成されています。面積は全体で１２６．１５ｋｍ２で東西約１５ｋｍ、南

北約２８ｋｍに広がっています。山林が約６０％を占め、急峻な山ひだが海岸線まで迫

り、全体的に平坦地が少ない地勢です。また、ほぼ全域が雲仙天草国立公園に含まれて

います。 

平成３０年５月、上天草市大矢野町と宇城市三角町を「天城橋」で繋ぐ、国道２６６ 

 号「三角大矢野道路（大矢野バイパス）」（３．７ｋｍ）が開通しました。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1538801187/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuY2l0eS51dG8ua3VtYW1vdG8uanAvcS9hdmlldy85OS8yNzUuaHRtbA--/RS=%5eADBL7WUTjKusiSPALiucDFrdsc0vG0-;_ylt=A2RCKwWi7LZbSiIA2Q2U3uV7
https://www.city.uki.kumamoto.jp/pub/28996_filelib_f6e59095ac2ab1a58b80937b9bd2fdcd.jpg
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（４）天草市  

天草市は、本渡市・牛深市・有明町・御所浦町・倉岳町・栖本町・新和町・五和町・ 

天草町・河浦町の２市８町が合併し、平成１８年３月２７日に誕生しました。熊本県南

西部に位置し、東シナ海・有明海・八代海の３つの海に周囲を囲まれた天草上島と天草

下島及び御所浦島などで構成する天草諸島の中心に位置しています。 

面積は、６８３．８７ｋｍ２で県内最大を誇っています。地形は、総面積の７０％近 

くが山林で占められ、急峻で平野部は少なく、河川沿いの平野部や海岸線の平地や埋立

地に市街地や農地が展開し、市街地を結ぶようによう海岸線沿いに国県道などが配置・

整備されています。 

  平成１２年３月に県営天草空港が開港し、熊本、福岡、大阪へ就航しています。 

 

 

 平成２７年７月、宇城市三角町の「三角西港」が世界文化遺産『明治日本の産業革命遺

産』に登録されたのに続き、平成３０年６月、天草市河浦町の「﨑津集落」が『長崎と天

草地方の潜伏キリシタン関連遺産』への登録が決定しました。 

 

 

 

平成30年5月20日に開通した『天城
てんじょう

橋
きょう

』 

 

http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RCCa9T7LZbZE8A.2eDTwx.;_ylu=X3oDMTFsNTFybXF2BHBhdHQDZ2dsBHBvcwMxBHByb3ADZ2lzZWFyY2gEcXADBHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=15927fa2d/EXP=1538815507/**https%3A/search.yahoo.co.jp/image/search%3Frkf=2%26ei=UTF-8%26gdr=1%26p=%25E5%25A4%25A9%25E8%258D%2589%25E5%25B8%2582%2B%25E5%25B8%2582%25E7%25AB%25A0
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「三角西港」 宇城市 

 

 

「﨑津集落」 天草市 
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Ⅲ．現状と課題                          

１．水需要                                  

 

（１）給水人口等の見通し 

構成４市（宇土市・宇城市・上天草市・天草市）における「給水区域内人口」及び「給

水人口」の見通しを下記に示します。 

 

給水区域内人口 

年度 H20 H22 H24 H26 H28 H30 H32 H34 H36 H38 H40

宇土市 36,881 36,405 37,314 37,281 36,779 36,680 36,462 36,255 36,060 35,875 35,700

宇城市
（松橋町・小川町・豊野町）

39,893 40,034 40,293 40,702 40,826 40,866 40,686 40,512 40,347 40,193 40,050

上天草市
（大矢野町・姫戸町・龍ヶ岳町）

23,470 22,653 21,855 20,970 20,170 19,538 18,915 18,345 17,822 17,344 16,907

天草市
（倉岳町）

3,452 3,340 3,165 3,045 2,891 2,757 2,630 2,508 2,392 2,281 2,176

計 103,696 102,432 102,627 101,998 100,666 99,841 98,693 97,620 96,621 95,693 94,833

実　績　値 推　計　値

                                                                                                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人　　　

 

 

 

 

 

給水人口 

年度 H20 H22 H24 H26 H28 H30 H32 H34 H36 H38 H40

宇土市 28,954 28,964 30,109 30,628 30,534 31,361 32,087 32,811 33,536 34,261 34,986

宇城市
（松橋町・小川町・豊野町）

29,975 30,214 30,129 31,211 31,313 32,833 34,137 35,436 36,709 37,997 39,250

上天草市
（大矢野町・姫戸町・龍ヶ岳町）

21,361 20,435 19,747 18,916 18,514 18,143 17,754 17,414 17,105 16,817 16,569

天草市
（倉岳町）

3,083 2,985 2,924 2,861 2,712 2,605 2,501 2,400 2,303 2,210 2,132

計 83,373 82,598 82,909 83,616 83,073 84,942 86,479 88,061 89,653 91,285 92,937

実　績　値 推　計　値

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人　　　

 

（※この数値には、当企業団が供給していない地域も含まれています。） 
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供給地域の人口推移

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Ｈ２０ Ｈ２２ Ｈ２４ Ｈ２６ Ｈ２８ Ｈ３０ Ｈ３２ Ｈ３４ Ｈ３６ Ｈ３８ Ｈ４０

人

給水区域内人口 給水人口

 

○給水区域内人口 

 構成４市全てにおいて、将来減少傾向にあると予測しています。平成２８年度の実績値

に対し平成４０年度の推計値を比較すると、宇土市及び宇城市では、２％～３％の僅かな

減少に留まっていますが、上天草市及び天草市においては、１６％～２５％の減少を予測

しています。 

 

○給水人口 

 宇土市及び宇城市においては、前述の給水区域内人口の微減（２％～３％）の推計に反

して、給水人口は、住宅建設等に伴う新規の給水需要が今後も見込まれることから、将来

増加の傾向にあります。しかし、上天草市及び天草市においては、給水区域内人口の大幅

な減少（１６％～２５％）に伴い、給水人口も平成４０年度には、１０％～２１％減少の

予測となっています。 

 構成市全体では、増加が予想されている宇土市及び宇城市の占める割合が７５％（平成

２８年度）と大きいため、平成４０年度の推定値は約１２％の増加を予測しています。 
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（２）送水量等の動向 

直近５ヶ年の送水実績を以下に示します。 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

送水能力（㎥／日） ①

責任水量（㎥／日）

１日最大送水量（㎥） A 21,172 21,073 21,471 21,578 21,504

１日平均送水量（㎥） B 19,566 19,598 19,756 19,833 20,172

１日当たり有収水量（㎥） C 19,232 19,296 19,436 19,503 19,812

有収率（％） C/B 98.30 98.46 98.38 98.34 98.22

施設利用率（％） B/① 90.17 90.31 91.04 91.40 92.96

負荷率（％） B/A 92.41 93.00 92.01 91.91 93.80

　　　　　　　　　　　　　　　　年度
　　項目

年度別送水実績

21,700

21,050

 

 

 

18,000

18,500

19,000

19,500

20,000

20,500

21,000

21,500

22,000

㎥／日

H24 H25 H26 H27 H28

年度

送水実績

１日当たり有収水量

１日平均送水量

１日最大送水量
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有収率・施設利用率・負荷率 

 

 

１日最大送水量 (Ａ) 

平成２６年度の宇城市で発生した大規模火災のための消火用水、平成２７年度の凍結に

よる水道管破損の影響、平成２８年度の熊本地震による漏水発生、いずれも過去に経験し

たことのないような事故や災害により、例年を上回る結果となりました。 

１日平均送水量  (Ｂ) 

平成２８年度は熊本地震による構成市の水道管破損による漏水が長期間続いたため、例

年の数値を上回りました。 

有収率 (Ｃ／Ｂ) 

当企業団では、浄水場からの送水量に対する構成市配水池（８ヶ所）への流入量の合計

の比率としています。数値は、９８％以上をキープし、安定しています。１００％に達し

ていないのは、各流量計の誤差によるものと推測され、漏水の影響はほとんどないと考え

られます。 

施設利用率 (Ｂ／①) 

９０％以上を持続しており、施設が有効に運用されていることを示しています。しかし、

その反面能力に余裕がないとの見方もできます。 

負荷率 (Ｂ／Ａ) 

平成２７年度は、凍結による水道管の破損事故の影響で１日最大送水量が増加したため、

例年より低い数値となりました。 
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２．施設状況                                         

 

（１）取水施設 

一級河川球磨川下流部に設置された遥拝頭首工及び取水口、北岸導水路、沈砂池まで

が取水施設となります。遥拝頭首工からは、農業用水として使用する２つの土地改良区、

工業用水として使用する２社の民間企業及び熊本県企業局、そして、上水道の水源とし

て利用する当企業団の６団体が取水しています。これらの取水施設の維持管理は、『八

代平野土地改良区連合』が２４時間体制で行っています。また、取水施設を利用する団

体を構成員として「遥拝頭首工管理協議会」を設置しています。 

  現在の施設は昭和４４年に完成し、築造から４９年が経過しており老朽化が進んでい

ます。農林水産省九州農政局が施行主体となり、耐震対策を考慮した改修事業が平成３

０年度から開始されています。当企業団も共同事業者として、取水量に応じた事業費の

負担が必要となります。 

 

 

 

遥拝頭首工 
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（２）導水施設 

  沈砂池から浄水場までの約９．１ｋｍの導水路です。沈砂池を出て約２ｋｍ区間は、

開渠（オープン水路）となっています。その後の浄水場までの約７ｋｍ区間は、熊本県

企業局が運営する八代工業用水道と共同利用している同一のパイプラインとなってい

ます。 

  導水路の途中には、各企業へ分水し、流量を調節するためのゲート等が設置されてい

ます。 

  県企業局と当企業団の共有導水管においては、完成から４０年以上経過し、経年劣化

に伴う漏水等が多発していたため、平成２５年度～平成２８年度の４ヶ年で、更新事業

（耐震化）を実施しました。熊本地震が発生した平成２８年４月時点で、老朽化の著し

い箇所を含む計画区間の約８０％の工事が完成していたため、被害の発生を免れたと痛

感しています。 

  この更新事業の財源としては、厚生労働省の交付金やアベノミクスと称される緊急経

済対策事業の交付金を下記のとおり活用することができました。 

 

導水管更新事業概要 

実施年度 平成２５年度～平成２８年度（４ヶ年） 

総事業費 1,219,703千円 

当企業団負担額 552,694千円 

熊本県企業局負担額 667,009千円 

施工延長 3,417ｍ 

 

 

当企業団の財源内訳 

厚生労働省補助金（生活基盤施設耐震化等交付金） 153,597千円  

構成市より負担金（地域の元気臨時交付金を活用） 57,761千円  

構成市より負担金（がんばる地域交付金を活用） 24,085千円  

当企業団資金 317,251千円  

合 計 552,694千円  
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導水管更新事業 財源内訳 

 

 

 

 

 （３）浄水施設 

  当企業団が有する八代浄水場は、急速ろ過方式を採用し、日量２２，７００㎥の処理

能力があります。この施設は、熊本県八代工業用水道の白島浄水場に隣接して建設され、

工業用水道の設備を一部共同利用しながら水処理を行っています。白島浄水場は、築後

４０年以上経過しており、老朽化と能力不足が課題となっています。また、当企業団単

独の八代浄水場内施設においても、機械電気計装設備については、供用開始から１５年

が経過し耐用年数が間近に迫っており、更新計画の策定が必要となりました。 

さらには、河川表流水を水源としているため、集中豪雨による原水の急激な水質変動

に苦慮しており、その対策が問題となっていました。 

  そこで、平成２６年度に八代浄水場の実施計画を見直し、水処理における課題を抽出

し、対策案の検討を行いました。続いて、平成２８年度に機械電気計装設備の更新基本

計画を策定し、平成２９年度には八代浄水場汚泥処理施設及び沈殿池施設の改修基本設

計を実施しました。 

  平成２９年度～平成３０年度で、八代浄水場の最重点課題であった薬品注入設備等改

造工事（第Ⅰ期）が完成しました。 
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 （４）送水施設 

  八代浄水場で処理された水道用水を宇城市、上天草市を経由し、天草市倉岳町まで送

り届けるための送水管及び中継ポンプ場等の設備です。途中で、宇土市へ分岐していま

す。送水管の総延長は、約１２２ｋｍで、その内、海底部が約７ｋｍあります。また、

河川を横断する箇所は、推進工法を採用し川底の下を通っています。 

管の直径は、φ６００mm～φ１５０mmです。管種は、道路埋設部がダクタイル鋳鉄管、

海底部や水管橋が特殊塗装を施した鋼管となっています。 

  構成市が所有する８つの配水池に供給していますが、高所に設置されていることから、

加圧するための中継ポンプ場が６ヶ所あります。 

  海底送水管については、電気防食装置を設置し、年１回の定期点検を実施しています

が、良好な状態を維持しています。 

  平成１６年の供用開始以後の設備投資として、管路の断水工事等において、止水区間

（影響区間）を縮小し施工時間を短縮するため、新たに中間仕切弁を設置しました。事

業内容は、下表のとおりです。 

 

 

 

管路機能強化等工事 

実施年度 平成１９年度～平成２３年度（５ヶ年）  

総事業費 ３０６，５９７千円   

工事内容 仕切弁設置 ７１基（不断水工法）  
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施設に関する業務指標（ＰＩ）の算出結果 

番号 業務指標名 Ｈ２４ Ｈ２６ Ｈ２８ 
望ましい 

方向 

B401 

ダクタイル鋳鉄管・鋼管率（％） 97.0 97.4 97.4 ↑ 

全管路延長に対するダクタイル鋳鉄管・鋼管の割合を示すもので、管路の母材強度に視点を当て

た指標の一つ 

B501※ 

法定耐用年数超過浄水施設率（％） 0.0 0.0 0.0 ↓ 

全浄水施設能力に対する法定耐用年数を超過した浄水施設の浄水能力の割合を示すもので、施設

の老朽化度及び更新の取組み状況を表す指標の一つ 

B502 

法定耐用年数超過設備率（％） 9.1 16.1 18.1 ↓ 

水道施設に設置されている機械・電気・計装設備の機器合計数に対する法定耐用年数を超えてい

る機器数の割合を示すものであり、機器の老朽度、更新の取組み状況を表す指標の一つ 

B602 

浄水施設の耐震化率（県共有施設除く）（％） 100 100 100 ↑ 

全浄水施設能力に対する耐震対策が施されている浄水施設能力の割合を示すもので、地震災害に

対する浄水処理機能の信頼性・安全性を表す指標の一つ 

B605※ 

管路の耐震化率（％） 26.6 26.6 27.2 ↑ 

導・送・配水管（配水支管を含む）全ての管路の延長に対する耐震管の延長の割合を示すもので、

地震災害に対する水道管路網の安全性、信頼性を表す指標の一つ 

B501※（法定耐用年数超過浄水施設率） 

熊本県企業局との共有施設は除く。 

B605※（管路の耐震化率） 

当企業団は水道用水供給事業者のため、導・送水管のみ。 

 

 

浄水場内や各中継ポンプ場などに設置している機械電気計装設備は、法定耐用年数が９

年～２０年と他の設備に比べ短いため、更新工事を実施しない場合の将来予測値は下表の

とおりとなり、平成３５年度には、全ての機械電気計装設備が法定耐用年数を超えてしま

います。計画的な更新事業の実施が必要です。 

 

 

番号 業務指標名 Ｈ３０ Ｈ３２ Ｈ３５ 
望ましい 

方向 

B502 法定耐用年数超過設備率（％） 34.7 64.8 100.0 ↓ 
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３．水質                                  

  

当企業団の水源は、全量を一級河川球磨川の表流水に依存しています。球磨川下流部に設

置された遥拝頭首工から取水し、農業用水と共に北岸導水路を通り沈砂池へ運ばれます。

そこで、農業用水と分かれ、熊本県企業局及び民間企業２社の工業用水と共に太田用水

路・松高用水路を経由した後、萩原接合井から熊本県企業局工業用水道との共有施設であ

る導水管により、八代浄水場へと運ばれます。 

球磨川は、『日本の清流１００選』『水質が最も良好な河川』に選ばれており、環境省が

定める『生活環境の保全に関する環境基準』の類型Ａ（水道２級）※にランクされる水質

良好な河川です。一方で、流域面積が１,８８０㎞２と広大であることから、下流に近い地

点から取水している当企業団の原水水質は、上流域の人吉・球磨地方の気象条件等に大き

く左右されます。 

 

水質検査 

八代浄水場の日常管理において、運転管理業務を委託している事業者により、毎日下記

項目の水質検査を実施しています。この中で、水温、濁度、ｐＨ、残留塩素については、

自動計測装置と手分析の併用により、検査精度を高めています。 

 

 検査項目と測定場所（八代浄水場内） 

       測定場所 

検査項目 
原水（着水井） 混和池 ろ過池 浄水池 

水温 ○ ○ ○ ○ 

濁度 ○ ○ ○ ○ 

ｐＨ ○ ○ ○ ○ 

残留塩素 － ○ ○ ○ 

色度 ○ ○ ○ ○ 

アンモニア性窒素 ○ － － － 

アルカリ度 ○ － － ○ 

臭気 ○ － ○ ○ 

電気伝導率 ○ ○ ○ ○ 

味 － － － ○ 

 

 

※ 類型ＡＡ（水道１級）：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

  （類型Ａ （水道２級）：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの  

   類型Ｂ （水道３級）：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 
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 また、水質検査実施計画に基づき、厚生労働省が定める①水質基準項目・②水質管理目

標設定項目・③農薬類・④ダイオキシン類に、当企業団独自の検査項目を加えて、下表の

とおり実施しています。 

 

水質検査実施状況 

 

≪原水≫ 

頻度 検査項目 

月２回 ＢＯＤ、ＴＯＣ、ＳＳ 

月２回 濁度、ｐＨ、電気伝導率、アンモニア性窒素（当企業団職員による） 

月１回 一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、ｐＨ、味、臭気、色度、濁度 

（上記９項目は、原水４０項目に含む） 

ジェオスミン、２-メチルイソボルネオール 

クリプトスポリジウム指標菌 

年４回 原水４０項目（水質基準項目）、クリプトスポリジウム、ジアルジア 

年１回 水質管理目標設定項目（２６項目）、農薬類、ダイオキシン類 

 

 

≪浄水≫ 

頻度 検査項目 

月１回 一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、ｐＨ、味、臭気、色度、濁度 

（上記９項目は、浄水５１項目に含む） 

ジェオスミン、２-メチルイソボルネオール 

年４回 浄水５１項目（水質基準項目） 

年１回 水質管理目標設定項目（２６項目）、農薬類、ダイオキシン類、 

 

クロスチェック 

 当企業団では、精度管理のため、業務を委託している検査機関と異なる検査機関による

同時検査を年１回実施し、両者のデータを比較するクロスチェックを実施しています。 

 

水質保全活動 

球磨川の良好な水質を守るために流域の行政機関によって結成された『球磨川水質汚濁

対策連絡協議会』に当企業団も水利権者として加盟し、大切な水源である球磨川の水質保

全活動に参加しています。 
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水質管理に関する業務指標（ＰＩ）の算出結果 

番号 業務指標名 Ｈ２４ Ｈ２６ Ｈ２８ 
望ましい 

方向 

A102 
最大カビ臭物質濃度水質基準比率（％） 20.0 20.0 10.0 ↓ 

給水栓におけるカビ臭物質濃度の最大値の水質基準値に対する割合を表す指標 

A103 

総トリハロメタン濃度水質基準比率 27.0 21.0 15.0 ↓ 

給水栓における総トリハロメタン濃度の水質基準値に対する割合を示すもので、水道水の安全性を

表す指標の一つ 

A104 

有機物（TOC）濃度水質基準比率（％） 23.3 23.3 23.3 ↓ 

給水栓における有機物（TOC）濃度の水質基準値に対する割合を示すもので、水道水の安全性を表

す指標の一つ 

A105 

重金属濃度水質基準比率（％） 0 0 10.0 ↓ 

給水栓における重金属濃度の最大値の水質基準値に対する割合を示すもので、水道水の安全性を表

す指標の一つ 

A106 

無機物質濃度水質基準比率（％） 30.0 30.0 20.0 ↓ 

給水栓における無機物質濃度の水質基準値に対する割合を示すもので、水道水の味、色など性状を

表す指標の一つ 

A107 

有機化学物質物濃度水質基準比率（％） 0 0 10.0 ↓ 

給水栓における有機化学物質濃度の水質基準値に対する割合を示すもので、原水の汚染状況及び水

道水の安全性を表す指標の一つ 

A108 

消毒副生成物濃度水質基準比率（％） 15.0 5.0 10.0 ↓ 

給水栓における消毒副生成物濃度の水質基準値に対する割合を示すもので、原水の汚染状況及び水

道水の安全性を表す指標の一つ 

A301 

水源の水質事故件数（件） 0 0 0 ↓ 

１年間における水源の水質事故件数を示すもので、水源の突発的水質異常のリスクがどれだけある

かを表す指標の一つ 

※上記の「給水栓」は、当企業団の場合、供給先の「配水池」となります。 
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４．危機管理・災害対応                           

  

当企業団では「危機管理実施計画」を策定し、自然災害や渇水、水質汚染事故等に対応

するための組織体制及び緊急業務について定めています。また、所有する各施設の防犯対

策については、警備会社へ業務委託しています。 

 

①施設の防犯対策 

  全ての水道施設について、第三者の侵入を防ぐため敷地の外周にフェンスを設置し、

施錠をしています。また、管理棟・ポンプ棟など主要な建物については、警備会社の防

犯システムを導入し、異常があった場合は、警備員が現場へ駆けつける体制を取ってい

ます。 

また、各施設の点検業務を月２回、浄水場の運転管理業務と共に民間事業者へ委託し

ています。さらに、当企業団職員による月２回の管路パトロールの際にも巡回するよう

にしています。 

 

②過去の災害対応事例 

●【大規模火災について】平成２６年７月発生 

  宇城市小川町の製材所で発生した大規模火災は、消火まで７時間以上がかかり、その

間、大量の消火用水を使用しました。このため、当企業団が供給している宇城市小川配

水池の水位は見る見るうちに低下し、このままでは断水の危険性がありました。宇城市

水道課から送水量の増量の要請があり、当企業団においても緊急事態と捉え、最大限の

送水を行いました。その結果、小川配水池は貯水量を確保し、断水を回避することがで

きました。 

 

大規模火災現場状況 
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●【異常低温による水道管凍結破損事故について】平成２８年１月発生 

  当地区は、熊本県内でも沿岸部に位置し比較的温暖な地域ですが、記録的な寒波の襲

来により過去に例を見ない異常低温（－７℃）が発生し、水道管の凍結破損による漏水

が多発しました。破損個所の大多数が、宅地内の給水管であったため、状況の把握に時

間を要しました。本来、給水装置は個人の所有物であるため、水道事業者は、その処置

にも苦慮し復旧作業に手間取りました。 

  被害は、構成４市に及ぶ広範囲に発生しましたが、最も被害の大きかった宇城市にお

いては、復旧まで長時間を要し供給量が不足したため、宇土市より応援水の提供を受け

ました。これにより、給水制限時間が短縮され、市民への影響を抑えることができまし

た。当企業団においても、各配水池への送水量調整の検討を行いました。 

 

●【熊本地震の対応について】平成２８年４月発生 

熊本地震による当企業団施設の被害状況は、下記のとおりでした。 

①送水管（φ４００）の破損事故・・・１件 

②空気弁内部の樹脂製カラーの破損による漏水・・・１０ヶ所 

③送水管道路埋設箇所の路面沈下・・・３件 

④事務所別棟（プレハブ）筋違破損・・・１件 

 

≪対応・復旧≫ 

  ①については、数時間送水を停止し復旧工事を行いましたが、構成市が所有する配水

池の貯留分にて賄い、直接市民への影響はありませんでした。 

  ②、③については、現地調査後、部品の交換や舗装復旧工事を行いました。 

  ④については、建築業者により復旧を行いました。 

 

 

漏水状況                  復旧完了 
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≪構成市間での供給融通≫ 

当企業団の送水管の耐震化率は約２７％ですが、埋設部がダクタイル鋳鉄管（Ｋ型）、

海底部及び水管橋が鋼管（内外面塗装）を採用しており、また、敷設後の経過年数も１

５年程で比較的新しいため、大規模な破損事故等の発生はありませんでした。 

  供給先の宇城市では、配水管等の破損により大量の漏水が発生し、長時間の断水を余

儀なくされましたが、被害の少なかった上天草市からの応援供給により、断水時間が短

縮され市民生活への影響を軽減することができました。このことは、構成市間での供給

量の融通が可能である当企業団の広域化による大きなメリットということができます。 

このような近年の度重なる災害、事故の教訓から、平成２８年８月１日に「災害時等

の構成市間の送水融通に関する協定」を新たに締結しました。この協定により、これま

で以上に構成市間のスムーズな応援送水が可能となりました。 

 

 

≪非常用発電機への燃料補給≫ 

当企業団では、自然災害等による停電に備え、各施設に非常用発電機を設置していま

すが、熊本地震では停電が長時間続いたため、燃料の補給が必要となりました。ところ

が、日頃給油を依頼している石油会社（ガソリンスタンド）には連絡が取れず大変苦慮

しましたが、地元ＪＡの協力により燃料を確保することができました。その後、このよ

うな緊急事態にも燃料の供給を確実なものにするため、複数の事業者による供給体制を

整備しました。 

 

 

≪県外への災害時応援に関するマニュアルの策定（日本水道協会熊本県支部）≫ 

  最後に、このたびの熊本地震により、県内の多くの水道事業体では未曽有の被害が発

生し、全国各地からたくさんの支援を受けました。この経験を活かし、日本水道協会熊

本県支部として何か恩返しができないかと、今後県外で災害が発生した場合の救援活動

について、大津菊陽水道企業団より提案がありました。日本水道協会熊本県支部では、

平成３０年４月に県外への災害時応援（応急給水）に関するマニュアルを策定し、熊本

市が核となり、他２６事業体が参加した支援組織を編成しました。 

  当企業団は、職員数９名の大変小規模な事業体ですが、水道事業に携わる一員として、

少しでも力になることができればとの思いから、この組織に参加しました。 
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編成 

第 1班 第２班 第３班 第４班 第５班 第６班 第７班 

熊本市 

大津菊陽 

水道企業団 

熊本市 

山鹿市 

熊本市 

玉名市 

熊本市 

益城町 

熊本市 

天草市 

熊本市 

菊池市 

熊本市 

荒尾市 

第８班 第９班 第１０班 第１１班 第１２班 第１３班 第１４班 

熊本市 

八代市 

熊本市 

宇土市 

熊本市 

阿蘇市 

熊本市 

上天草・宇城     

水道企業団 

熊本市 

山都町 

熊本市 

八代生活環境

事務組合 

熊本市 

芦北町 

第１５班 第１６班 第１７班 第１８班 第１９班 第２０班 第２１班 

熊本市 

あさぎり町 

熊本市 

多良木町 

熊本市 

人吉市 

熊本市 

上天草市 

熊本市 

宇城市 

熊本市 

合志市 

熊本市 

水俣市 

第２２班 第２３班 第２４班 第２５班 第２６班   

熊本市 

長洲町 

熊本市 

小国町 

熊本市 

湯前町 

熊本市 

御船町 

熊本市 

甲佐町 

  

※1班当たり４～６名を基本とし、うち熊本市は３～５名程度の人員を拠出することを原則とする。 

 

 

大規模災害時における派遣について（案） 

（現在検討中） 

 

≪出動要請順≫ 

○給水車派遣 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

熊本市 大津菊陽 

水道企業団 

山鹿市 玉名市 益城町 天草市 菊池市 

 

○人的派遣 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

荒尾市 八代市 宇土市 阿蘇市 上天草・宇城

水道企業団 

山都町 八代生活環境

事務組合 

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ 

芦北町 あさぎり町 多良木町 人吉市 上天草市 宇城市 合志市 

１５ １６ １７ １８ １９ ２０  

水俣市 長洲町 小国町 湯前町 御船町 甲佐町  

※原則、各事業体から１～２名程度派遣をお願いする。 
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上天草・宇城水道企業団緊急連絡体制表

八代浄水場

総務係 職員
工務係 職員

工務係 職員 総務係 職員

自然災害等 ・・・ 地震、台風、水害 等

テレビ、ラジオ、インターネット等の情報により、地震発生又はその他自然災害、人

為的災害を覚知 した場合は、以下の体制により初動確認を行う。

事務局次長

工務係長 総務係長

体

制

協
議

支
持

伝
達

支
持

伝
達

支
持

伝
達

支
持

伝
達

状

況

確
認

・

支

持

事務局長

工務係 職員

支
持

伝
達
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５．経営                                  

 

（１）組織体制 

  当企業団は、熊本県宇土市浦田町９７番地に事務所を置き、水道用水供給事業の運営

を行っています。 

  現在の職員数は、事務職５名、技術職４名の計９名体制です。年齢構成においては、

平成２６年度以前は２０代、３０代の職員も所属していましたが、平成２７年度以降は

全職員が４０代以上となり、平均年齢も５０歳前後で推移し、高齢化が歴然としていま

す。 

これまで事務局職員は、供給先の自治体からの派遣職員が主体であり、２～３年のサ

イクルで人事異動が行われています。今後、事務職・技術職共に核となる職員が必要と

の考えから、平成２８年度に事務職１名、平成２９年度に技術職１名のプロパー職員を

新規採用しました。派遣職員の人事異動についても、年齢や職種のバランスを考慮しな

がら、適切な配置となるよう構成市との協議が必要です。 

また、当企業団の心臓部である八代浄水場の運転管理などの業務については、専門的

技術、豊富な経験、蓄積されたノウハウが必要とされること及び経費節減のための組織

のスリム化を図ることから、民間事業者への業務委託を実施しています。 

 

 

組織及び人材に関する業務指標（ＰＩ）の算出結果 

番号 業務指標名 Ｈ２４ Ｈ２６ Ｈ２８ 
望ましい 

方向 

C124 

職員一人当たり有収水量（㎥） 960,406 1,097,607 903,942 ↑ 

１年間における損益勘定職員一人当たりの有収水量を示すもので、水道サービスの効率性を表す指標

の一つ 

C204 
技術職員率（％） 50.0 37.5 50.0 ↑ 

全職員に対する技術職員の割合を示すもので、技術面での維持管理体制を表す指標の一つ 

C205 

水道業務平均経験年数（年） 4.0 5.0 5.7 ↑ 

全職員の水道業務平均経験年数を表すもので、人的資源としての専門技術の蓄積度合を表す指標の一

つ 

C302 

浄水場第三者委託（％） 100 100 100 － 

全浄水場の浄水施設能力のうち、第三者委託している浄水場の浄水施設能力の割合を示すもので、第

三者委託の導入状況を表す指標の一つ 
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（２）決算状況 

①収益的収支 

企業活動に伴い、１年間に発生する収益とそれに対応する費用をいいます。 

 

（収益的収入） 

当企業団の特徴として、「責任水量制」を採用しているため、給水収益は毎年定額と

なります。（うるう年は 1日分増加） 

営業外収入の他会計補助金は、企業債償還利子に対する熊本県の補助金です。 

また、長期前受金戻入は、平成２６年度地方公営企業会計制度改正に伴い発生した項

目です。固定資産の取得に伴い交付された補助金等について、減価償却費見合い分を順

次収益化していくものです。 

 

 

収益的収入 

H24 H25 H26 H27 H28

731,744 731,866 731,753 733,758 731,753

 給水収益 731,738 731,738 731,753 733,758 731,753

 その他営業収益 6 128 0 0 0

34,952 36,735 366,995 360,627 363,759

 受取利息及び配当金 2,777 3,679 6,152 7,634 10,370

 県費補助金 30,272 28,864 27,431 25,973 24,488

 長期前受金戻入 0 0 328,807 323,662 325,509

 雑収益 1,903 4,192 4,605 3,358 3,392

 特別利益 0 0 0 10,084 0

766,696 768,601 1,098,748 1,104,469 1,095,512

 営業収益

（単位：千円）

 営業外収益

計
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（収益的支出） 

収益的支出とは、委託料、動力費、人件費、負担金、修繕費及び企業債の支払利息な

ど、営業活動に必要な費用です。 

地方公営企業会計制度改正に伴い、平成２６年度から減価償却費が大幅に増額してい

ますが、この差額分は、収入の部の長期前受金戻入に計上され、制度改正前と比べ損益

上の影響はありません。 

収益的支出 

H24 H25 H26 H27 H28

700,239 710,235 1,045,427 1,025,740 1,022,289

 原水及び浄水費 157,861 157,541 174,586 177,224 159,437

 送水費 86,602 103,359 98,439 96,475 103,022

 総係費 38,711 32,745 37,035 36,832 39,642

 減価償却費 417,065 416,590 735,367 715,209 717,325

 資産減耗費 0 0 0 0 2,863

70,807 67,586 64,310 61,056 57,783

 支払利息 70,768 67,501 64,176 60,792 57,348

 その他営業外費用 39 85 134 264 435

 特別損失 0 0 0 100 0

771,046 777,821 1,109,737 1,086,896 1,080,072

△ 4,350 △ 9,220 △ 10,989 17,573 15,440損益額

（単位：千円）

 営業費用

 営業外費用

計

 

当企業団では、総延長１２０ｋｍを越える送水管、浄水場及び中継ポンプ場等多数の

施設を抱えており、当該施設の運転管理業務や保守点検業務を民間事業者に委託してい

るため、平成２８年度決算では、費用の中で委託料の占める割合が約１２％となってい

ます。 

また、管路延長が長く、高所に位置する配水池へ送水するため、ポンプ等の動力費も

多額となっています。（６％程度） 

更には、当初建設費に充てた企業債利息の償還も総費用の５％程度を占めています。 

過去５年間の収支状況を見ると、赤字経営の年もあり、経営改善の必要があると思わ

れます。経費の削減については、以前から職員数の削減をはじめとして、細かな事項ま

で精一杯取り組んできました。これからも、継続し努力していきます。また、近年の超

低金利時代の中で、国債等の有価証券の購入により、少しでも多くの利息収入を得るよ

う資金運用に取り組んでいます。 

水処理や送水等に必要な経費についても、今後計画している改修・更新事業において、

高効率設備の導入等により、改善を図っていきます。 

最後に、平成２９年度に作成した経営戦略の財政収支計画(案)をベースとして、構成
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市と協議を重ね、健全経営に取り組んでいきます。 

 

 ②資本的収支 

資本的収支とは、施設の建設改良に関する投資的な収入と支出をいいます。収入では

国県庫補助金や企業債が、支出では施設の建設改良費・企業債償還金、有価証券の購入

費用がこれに当たります。 

 

（資本的収入） 

平成２５年度～平成２８年度で、導水管の更新事業を実施しました。この事業に伴う

国からの交付金が補助金に算入されています。平成２５年度、平成２６年度は、アベノ

ミクスの元気臨時交付金を活用することができました。構成市を経由し、負担金として

納入されました。 

資本的収入 

H24 H25 H26 H27 H28

0 35,864 38,685 33,650 45,398

0 0 0 88 0

0 57,761 24,085 0 0

0 93,625 62,770 33,738 45,398

固定資産売却代金

負担金

計

補助金

税込　　（単位：千円）

 
（資本的支出） 

建設改良費は、導水管更新事業による支出です。 

投資有価証券は、資金運用のために国債や地方債を購入したものです。 

 

資本的支出 

H24 H25 H26 H27 H28

0 107,893 117,169 147,497 196,775

191,684 194,950 198,275 201,659 205,103

100,000 0 100,000 500,000 294,426

291,684 302,843 415,444 849,156 696,304

当年度分消費税資本
的収支調整額

0 5,119 8,596 0 11,182

過年度分損益勘定留
保資金

291,684 204,099 344,078 812,756 639,725

291,684 209,218 352,674 812,756 650,907計

建設改良費

企業債償還金

投資有価証券

計

  資本的収支において不足する額については、下記のとおり補填しています。

不足額

税込　　（単位：千円）
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財務に関する業務指標（ＰＩ）の算出結果 

番号 業務指標名 Ｈ２４ Ｈ２６ Ｈ２８ 

望まし

い 

方向 

C101 
営業収支比率（％） 104.5 70.0 71.6 ↑ 

営業収益の営業費用に対する割合を示すもので、水道事業の収益性を表す指標の一つ 

C102 

経常収支比率（％） 99.4 99.0 101.43 ↑ 

経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示すもので、水道事業の収益性を表す指標の

一つ 

C107 

職員一人当たり給水収益（千円） 91,467 104,536 91,469 ↑ 

損益勘定職員一人当たりの給水収益を示すもので、水道事業における生産性について給水収益を基準

として把握するための指標の一つ 

C108 
給水収益に対する職員給与費の割合（％） 6.3 6.1 7.2 ↓ 

給水収益に対する職員給与費の割合.を示すもので、水道事業の収益性を表す指標の一つ 

C111 

給水収益に対する建設改良のための企業債償還元金の

割合（％） 
26.2 27.1 28.0 ↓ 

流動負債に対する流動資産の割合を示すもので、事業の財務安全性を表す指標の一つ 

C114 

供給単価（円） 104.3 103.2 101.2 ↑ 

有収水量１㎥当たりの給水収益を示すもので、水道事業でどれだけの収益を得ているかを表す指標の

一つ 

C115 

給水原価（円） 109.9 110.1 104.3 ↓ 

有収水量１㎥当たりの経常費用（受託工事費等を除く）を示すもので、水道事業でどれだけの費用が

かかっているかを表す指標の一つ 

C118 
流動比率（％） 7397.5 934.0 589.7 ↑ 

流動負債に対する流動資産の割合を示すもので、事業の財務安全性を表す指標の一つ 

C119 
自己資本構成比率（％） 84.1 82.3 83.0 ↑ 

総資本（負債及び資本）に対する自己資本の割合を示すものであり、財務の健全性を表す指標の一つ 

C120 
固定比率（％） 105.5 103.1 104.5 ↓ 

自己資本に対する固定資産の割合示すものであり、財務の安全性を表す指標の一つ 

C121 

企業債償還元金対減価償却費比率 46.0 27.0 28.1 ↓ 

当年度減価償却費に対する企業債償還元金の割合を示すもので、投下資本の回収と再投資との間のバ

ランスを見る指標 
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６．環境対策                                

 

当企業団では、地球温暖化対策への取組として、庁舎内や浄水場内で使用しない部屋、

昼休みの消灯や残業時の部分消灯など不必要な電灯の消灯などを行っています。事務所

内で使用するコピー用紙は、可能な限り裏紙を利用しています。 

また、事務局職員により月２回、事務所周辺の草刈りや清掃作業を行っています。 

水資源の有効利用の観点から、浄水場内の処理工程で発生するろ過池の洗浄排水や濃

縮槽の上澄水を着水井に返送し、再利用しています。 

浄水場の水処理過程で発生する浄水発生土については、産業廃棄物として処理業者に

委託し処分しています。そこでは、その全量が土木資材などに生まれ変わり、工事現場

で再利用されています。 

今後も、引き続き地球温暖化防止に貢献するため、さらなる省エネルギー化の推進に

努めていきます。 
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再資源化処理工程 

        

※参考資料：産業廃棄物処理を委託している事業者のパンフレットから抜粋 
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再資源化の画期的な新工法 

   

※参考資料：産業廃棄物処理を委託している事業者のパンフレットから抜粋 
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浄水場や各中継加圧所で消費している電力は、その大部分が送水・加圧ポンプの電動

機の運転によるものです。駆動方式は、効率の良いインバータを既に採用していますが、

今後の設備更新に当たっては、より効率の高い機器や環境に配慮した工法等の積極的な

導入に努めていきます。 

 

送水ポンプ（高効率モーターへの更新計画） 

 

 

環境対策に関する業務指標（ＰＩ）の算出結果 

番号 業務指標名 Ｈ２４ Ｈ２６ Ｈ２８ 
望ましい 

方向 

B301 
配水量１㎥当たり電力消費量（KWH/㎥） 0.71 0.71 0.71 ↓ 

配水量１㎥当たりの電力使用量を示すもので、省エネルギー対策への取組み度合を表す指標の一つ 

B302 

配水量１㎥当たり消費エネルギー（MJ/㎥） 7.10 7.12 7.16 ↓ 

配水量１㎥当たりの消費エネルギー量の割合を示すもので、省エネルギー対策への取組み度合を表す

指標の一つ 

B303 
配水量１㎥当たり二酸化炭素排出量（g･CO2/㎥） 427 427 347 ↓ 

年間配水量に対する総二酸化炭素（CO2）排出量であり、環境保全への取組み度合いを表す指標の一つ 

B304 

再生可能エネルギー利用率（％） 0.0 0.0 0.0 ↑ 

全施設の電力使用量に対する再生可能エネルギーの利用の割合を示すもので、環境負荷低減に対する

取組み度合いを表す指標の一つ 

B305 
浄水発生土の有効利用率（％） 100 100 100 ↑ 

浄水発生土量に対する有効利用土量の割合を示すもので、環境保全への取組み度合いを表す指標の一つ 
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７．広域連携                                

 

平成３０年１２月６日、１６年ぶりとなる『水道法』の改正法案が衆議院本会議で可

決・成立しました。その趣旨と概要は、以下のとおりです。 

 

≪改正の趣旨における課題≫ 

 ○人口減少に伴う水需要及び収益の減少 

 ○施設の老朽化が進行し、更新・再構築に膨大な費用が今後必要となる 

 〇人材不足による組織体制の弱体化 

 

≪改正の概要≫ 

 １．関係者の責務の明確化 

 ２．広域連携の推進 

 ３．適切な資産管理の推進 

 ４．官民連携の推進 

 ５．指定給水装置工事事業者制度の改善 

 

熊本県においても、これらの課題に対処するため、平成３０年５月２２日に熊本県及

び４５市町村等で構成する「熊本県水道事業基盤強化推進協議会」が設置されました。 

今後は、「熊本県水道ビジョン」の中で、広域的整備の基本単位として、地域特性や

地理的及び社会的諸条件を考慮し、県内を６つのブロックに分割した地域協議会毎に、

取り組んでいくことになりました。 

当企業団が所属する地域協議会は、以下のとおりです。 

  

 

地域協議会名称 構成事業体 事務局 

環不知火海地域協議会 

八代市・天草市・宇土市・上天草市 

宇城市・美里町・苓北町 

八代生活環境事務組合 

上天草・宇城水道企業団 

宇城保健所 

（八代保健所） 

（天草保健所） 
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Ⅳ．基本理念と目指すべき方向                   

１．基本理念                                

 

当企業団は、平成１６年の供用開始以来、４市約７万人の市民が利用している水道水を

供給し続けています。人の暮らしを支え、人が生きていくうえで欠かすことのできない『生

命の水』の提供者として社会的使命を重く受け止め、水道用水の継続的な安定供給に努め

て参ります。 

 

い の ち 

     

 

 

また、厚生労働省の新水道ビジョンでは、「水道の理想像」を掲げており、当企業団も

その基本理念を共有しながら取組みを進めてまいります。 

 

 

厚生労働省が示す水道の理想像 

 

 

 

  50 年後、100 年後を見据えた水道の理想像を提示し、関係者間で認識を共有    
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２．目指すべき方向性（施策目標）                   

 

厚生労働省の新水道ビジョンに掲げる「安全」・「強靭」・「持続」の３つの観点から、当

企業団の目指すべき方向（施策目標）を次のとおり定めます。 

 

施策目標①

施策目標②

施策目標③

施策目標④

施策目標⑤

施策目標⑥

施策目標⑦

危機管理

経営の健全化

持続

環境への配慮

水質変動への対応

安全

浄水施設課題への対応

浄水場の改築

強靭 設備更新

  目指すべき方向  
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３．実現への取組み                             

 

 

 

 

 安全で良質な水を常に供給し続けるために、原水の急激な水質変動等にも対応可能な浄水処

理施設の整備を図ります。 

 

≪取組み≫ 

 施策目標① 水質変動への対応 

水質監視体制の強化 

   原水の急激な水質変化の情報をより早くキャッチし、浄水処理への迅速な対応を可能に

するため、また、浄水処理過程における水質監視体制を強化するため、測定機器の増設

など充実を図ります。 

 施策目標② 浄水施設課題への対応 

八代浄水場の課題への対策 

   ・高濁度原水の確実な処理を可能とするため、薬品注入設備等の改修整備を行います。 

   ・浄水処理及び排水処理の安定性を確保するため、施設能力の増強や予備施設の補完に

努めます。 

 

浄水場での水質試験（ジャーテスト） 

 

 

 【安全な水道】 
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 水道用水の安定供給を継続するために、心臓部である八代浄水場の改築工事、耐用年数を迎

える設備の更新事業を確実に実施し、気象条件の変化や自然災害、突発的な施設トラブル等に

対しても負けない、力強い水道施設の構築を図ります。また、近年発生した大規模な災害対応

の経験を活かし、危機管理対策に努めます。 

 

≪取組み≫ 

 施策目標③ 浄水場の改築 

八代浄水場の改築 

   能力が不足し老朽化が進行している汚泥処理施設の整備及び予備施設を考慮した浄水

処理設備の整備を図ります。併せて、耐震対策を行います。『重要な水道施設』として、

備えるべき耐震性能基準は、対レベル２地震動対応とします。 

 施策目標④ 設備更新 

  耐用年数超過設備の更新 

   耐用年数が短く、更新の時期が迫っている機械電気計装設備については、平成２８年度

に策定した『上天草・宇城水道企業団施設更新基本計画（電気・計装・機械備）』に基

づき、事業を進めていきます。 

施策目標⑤ 危機管理 

 危機管理対策 

  ・災害時における構成市や近隣事業体との相互応援体制の強化を図ります。 

・危機管理計画の随時見直しに努めます。 

・補修用資材等の備蓄、充実を図ります。 

 

送水管（ダクタイル鋳鉄管）の補修材料 

 

     

【強靭な水道】 
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 健全な事業経営を維持し、今後多額の費用発生が見込まれる建設改良工事の円滑・確実な実

施を図るため、投資・財政計画（収支計画）を立案し、構成団体と協議のうえ進めていきます。 

 また、今後の施設改修・更新事業計画の際には、環境負荷の低減に積極的に努めていきます。 

 

≪取組み≫ 

 施策目標⑥ 経営の健全化 

  平成２９年度に策定した『経営戦略』をベースとし、内部留保資金の運用、起債計画、料 

金の改定等について構成団体等と協議しながら、健全な事業運営に努めます。 

施策目標⑦ 環境への配慮 

  今後の設備更新に当たっては、エネルギー消費量を抑えるため、高効率モーター等の機器 

類や環境に配慮した工法等も積極的に採用していきます。 

 

 

 

高効率モーター 

 

 

 

 

 

 

【水道サービスの持続】 
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Ⅴ．フォローアップ                       

  

本水道ビジョンは、今後目指すべき方向として掲げた施策目標の取組みに当たって、その

進捗状況を定期的に確認し、適宜見直しを行っていきます。 

 事業計画のフォローアップとして、下図に示すＰＤＣＡサイクルの手法を活用します。 

 

 

 

ＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


